
（募集要項別紙１）

３

利用料金に係る減免等に関する基準

７ 他市行政関係者等、視察を主な目的とした観覧者

１ 堺市が主催し又は共催する事業

２
堺市立みはら歴史博物館条例第２０条の規定により博物館の管理を行う指定管
理者が主催する事業

５
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第４
５条第２項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者（介護
者を必要とするときは、当該介護者を含む）

身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第４項の規定により
身体障害者手帳の交付を受けている者（介護者を必要とするときは、当該介護
者を含む）

４
療育手帳制度について（昭和４８年厚生省発児第１５６号厚生事務次官通知）
に基づく都道府県の規程により療育手帳の交付を受けている者（介護者を必要
とするときは、当該介護者を含む）

４
公共的な活動を営む団体又は機関が行う事業で、文化・観光の振興、地域住民
の利益の増進及び福祉の向上に繋がるもののうち、市の施策に沿った公益性の
高い事業で全市的な公平性が担保される事業

前各号に掲げるもののほか、市長が公益上特にその必要があると認める事業５

３

半額
※

２割又は
市長が必要
と認める額

ホール等の使用料

展示観覧料

減免対象 減免額

減免対象 減免額

市長が必要
と認める額

公共的な活動を営む団体又は機関が行う事業で、美原区をはじめとする堺の歴
史文化の紹介・発信及びＭ・Ｃみはらの認知度向上に資するもの

【注】
利用料金の還付に関する基準は、現時点では定めていませんが、今後、堺市立みはら歴史博物館
使用料等規則第７条と同内容のものを定めることを予定しています。

全額

※３又は４の事業の実施により補完効果が見込まれる施策を所管する関係課の副申書を添えるも
のとする

８ 前各号に掲げるもののほか、市長が公益上特にその必要があると認める事業

全額

中学生以下の者１

２ ６５歳以上の者（本市の区域内に住所を有する者に限る。）


